
 

 いよいよ年の瀬。今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、誰にとっても忘れ

られない１年になったのではないでしょうか。本校もまだまだ感染予防に努めていかなけ

ればいけません。 

今年も、地域の皆様には本校の教育活動へご協力いただきありがとうございました。 

来年も、地域の皆様にとって希望に溢れる一年となりますようお祈り申し上げます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  県立いなみ野特別支援学校 

支援部 発行 

℡079-492-6161 FAX079-492-6162 

R２.12.10   No.8 

今回からは、子どもの「発達」をテーマに様々な視点から子どもの成長過程をみていき、子

どもに寄り添った教育的指導・支援方法について提案していきたいと思います。 

 まず、はじめに、私たちが日々行っている教育活動は、子どもにとって憧れの活動でなけれ

ばなりません。子どもが「やってみたい」「できるようになりたい」と思う活動、子どもの願い

に沿った活動ができているでしょうか。教育活動によって子どもが新たな能力を獲得すること

はとても大事なことですが、それだけを教育活動の目的とするのではなく、その能力の獲得が

子どもにとって喜びとなることが大事なのです。 

 子どもは生まれた時から発達する力を持っています。生後 2か月頃には外界をとらえようと

する力が身につき、生後 4か月頃には、相手に対して微笑みや発声が向けられるようになり、

コミュニケーション手段を身につけられるようになります。赤ちゃんとのコミュニケーション

で代表的なものが「いないいないばぁ」遊びですよね。この遊び、とても大切な遊びで、これ

が、見えない世界の存在を知る力に発展していくのです。だんだんと、お母さん以外の大人の

活動が、心地よい刺激となるのです。そして、見えない世界への期待の力は、この後、生後 8

か月頃からの、つかまり立ちに大きく発展していくのです。この時期の子どもの成長にとって

大切なことは、子どもの正面の世界が心高まる魅力に満ち溢れているということです。 

令和２年度 

支援だより 

いなみ野 

～発達について～ 

１月８日（金）３学期始業式 短縮 11:40下校 

  12日（火）短縮 11:40下校 

  13日（水）給食開始 平常授業開始 13:40下校 書き初め展～29日（金） 

15日（金）地震避難訓練 

18日（月）～29日（金）中学部 Runランタイム 

※行事や授業予定は今後変更もあります。変更時は本校 HPにてお知らせします。 

いなみ野特別支援学校 HP：http://www.hyogo-c.ed.jp/~inamino-sn/ 

参考文献：白石正久 「発達の扉」（かもがわ出版） 

     ：白石正久、白石恵理子 「教育と保育のための発達診断」（全国障害者問題研究会出版部）         

 学校行事予定  



 

 本校では定期的に PT（理学療法士）、OT（作業療法士）、ST（言語聴覚士）の先生に

指導・助言を頂いております。今回は、ST相談（言語面）について一部紹介します。 

◎言葉をたくさん増やしたい 

・身振り手振りが多く、言葉がなかなかでないＡさん。先生はなんとか言葉をたくさ

んしゃべってほしいと思い、ひらがなカードや絵本を使って発語を促しますが… 

➡言葉が表出していなくても、身振り手振りで伝えようとする内言語がたくさんあ

る。動作であらわしたらすぐに言葉で返すことが大切（○○だったね）。話すために

は、誰かに伝えたい！という気持ちが大切。その気持ちを大切にしましょう。 

◎吃音への指導・支援について 

・吃音があり、言葉に詰まってしまうＢさん。普段の関わり方や支援はどうすれば…？ 

➡吃音の原因の一つは“緊張” 聞き手もリラックスするなど雰囲気作りも大切。 

年齢に伴い、話したいことが増え、吃音も増えることがある。 

まずは言語力が伸びていること、話をたくさんしてくれたことを 

認め、褒めることが大切。 

校内の取り組み紹介 

教育相談のご案内 

○相談は無料です 
○相談内容及び個人情報等の秘密は固く守られます。 

いなみ野特別支援学校は明石市・加古川市北部・稲美町のセンター校として、以下の
教育相談を行っております。 

■転入学に関する教育相談・学校見学 

申し込み・お問い合わせ：（０７９）４９２－６１６１（本校教頭まで） 

本校への転入学をお考えの本人・保護者が対象の教育相談・学校見学です。 

◎在籍する学校・園より管轄する市町教育委員会を通してお申込みください。 

※令和３年度転入学については終了しています。令和４年度以降が対象です。 

■来校相談 
在籍校やご家庭での生活面や学習面でのつまずきや気になる行動について、来校いた

だき、相談をお受けします。相談時間は 16時～17時です。 

相談例：在籍校での学習の遅れ、友だちとのトラブル、家庭での困った行動など 

■巡回相談 

本校の特別支援コーディネーターが依頼のあった各学校園へ訪問し、対象児童生徒や

学級への支援を担任の先生と一緒に考えます。 

相談例：支援学級での学習（題材、教材等）、交流学級での支援（離席、他害行動等） 

◎本人、保護者、教職員などが対象です。申込みは在籍校または本校にご連絡ください。 

◎管轄の市町教育委員会を通してお申し込みください。 


